
境港市公告第３６号 

 

 一般競争入札を行うので、その技術資料及び入札参加資格確認書類の提出につい

て、次のとおり公告する。 

 

 令和４年５月２０日 

 

                    境港市長  伊 達  憲 太 郎 

 

１ 工事の概要 

（１）工 事 名   境港市清掃センター解体工事 

（２）工事場所   境港市中野町2080番地 

 （３）工事概要   一般廃棄物焼却処理施設の解体  

            設備形式：准連続焼却式焼却炉 

施設規模：60t/日（30t/16h×２炉） 

敷地面積：10,649㎡ 

建築面積：（工場棟）1,256.87㎡ 

              （工場棟以外）675.296㎡ 

 （４）工  期   令和６年３月１０日 

 （５）予定価格   653,356,000円（消費税及び地方消費税の額を含む） 

 （６）最低制限価格：設定しない 

 （７）低入札価格調査制度：適用しない 

 （８）支払い条件（支払限度額）  

   ア 令和４年度 272,800,000円 

   イ 令和５年度 契約額から令和４年度に支払う額の合計額を差し引いた額 

 

２ 技術資料及び入札参加資格確認書類の提出ができる者 

  技術資料及び入札参加資格確認書類（以下「技術資料等」という。）が提出で

きる者は、次に掲げる事項をすべて満たすものとする。 

（１）本件工事は、特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）に  

よる共同施工とし、共同企業体の代表者と構成員１者で構成される２者、若

しくは共同企業体の代表者と構成員２者で構成される３者によるものとする。  

 （２）共同企業体の各構成員の出資比率は、２者による共同企業体においては、 

30パーセント以上、３者による共同企業体においては20パーセント以上とす 

る。 

（３）共同企業体の代表者は下記の全ての条件を満たす者であること。 

   ア 境港市の令和３・４年度建設工事入札参加資格者名簿に登載されており、

建築一式工事（解体）の資格を有する者。 

   イ 元請（共同企業体の場合は代表者）として、国（公団、公社を含む）、

都道府県（公社を含む）又は市町村（公社、合併前の旧市町村等を含む）

が、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要



綱」（厚生労働省基発0110第１号）に基づき発注した焼却施設の解体工事

の施工実績があること。 

ウ 次に掲げる基準をすべて満たす者を専任の監理技術者として配置できる

こと。 

（ア）１級建築士又は１級建築施工管理技士、若しくはこれと同等以上の  

能力を有するものとして国土交通大臣が認定した者。 

    （イ）建築工事業について、建設業法（昭和24年法律第100号）第27条の

18第１項に規定する監理技術者資格者証の交付を受けている者。 

   （ウ）建設業法第26条第５項の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受け

た監理技術者講習を受講している者。 

   エ 出資比率の最も大きい構成員であること。 

（４）共同企業体の代表者以外の構成員は下記の全ての条件を満たす者であるこ 

と。 

ア 境港市の令和３・４年度建設工事入札参加資格者名簿に登載されており、  

境港市内にある本社又は委任先営業所において、建築一式工事（解体）の  

資格を有する者。 

イ １級建築士または１級建築施工管理技士、若しくはこれと同等以上の能 

力を有するものとして国土交通大臣が認定した者を専任の主任技術者とし  

て配置できること。 

 （５）代表者を同じくする業者が、複数の共同企業体の構成員として、本件入札 

に参加することはできない。 

 （６）共同企業体の構成員の資格 

   ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当し 

ない者であること。 

   イ 公告日より技術資料等提出日までの間に、境港市建設工事等入札参加資

格者資格停止要綱（令和３年４月１日施行）に基づく資格停止措置を受け

ていないこと。 

   ウ 境港市暴力団排除条例（平成23年境港市条例第14号）第２条第１号に規

定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又はこれらの利益につなが

る活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものでないこと。 

エ 境港市における市税の滞納がないこと。 

 

３ 設計書及び図面の交付 

 （１）交付場所 

   境港市上道町3000番地 境港市建設部管理課管理係 

   ※市外の閲覧希望者においては、郵送による送付も可能なため、管理課管理

係までお問合せください。 

 （２）交付期間 

   令和４年５月２３日（月）から令和４年７月４日（月）までの日の午前８時

30分から午後５時15分までとする。ただし、境港市の休日を定める条例 

（平成元年境港市条例第３号）第１条第１項に規定する市の休日（以下「市の  



休日」という。）を除く。 

 （３）設計書及び図面の交付 

   ＣＤで用意 

 

４ 技術資料等の作成方法及び提出 

  本件入札に参加する共同企業体は、下記に基づき作成された技術資料等を提出

すること。 

 （１）技術資料等の提出 

ア 提出期間 

令和４年５月２３日（月）から令和４年７月５日（火）までの日の午前

８時30分から午後５時15分までとする。ただし、市の休日を除く。 

   イ 提出場所 

      ３の（１）に同じ。 

   ウ 提出方法 

持参又は郵送により、提出すること。郵送の場合、必着。 

（２）提出書類 

   ア 技術資料 

（ア）一般競争入札の技術資料（表紙） 

（イ）配置予定技術者の資格（様式第１号） 

（ウ）配置予定技術者の資格を証するものの写し 

（エ）解体工事施工実績調書（代表者用）（様式第２号） 

（オ）解体工事施工実績調書に記載した工事の契約書の写し及び完成認定

書等、又はコリンズの実績データの写し。 

（カ）施工提案概要書等（様式第３－２号）等 

   イ 入札参加資格確認書類 

    （ア）共同企業体に関する入札参加資格確認書類（表紙） 

（イ）特定建設工事共同企業体協定書（様式１）の写し 

    （ウ）誓約書（様式２） 

    （エ）委任状（様式３） 

    （オ）直近の経営事項審査結果通知書の写し 

 

 （３）技術資料の記入要領 

   技術資料は、以下の要領により作成することとする。なお、共同企業体名は、  

すべて共同企業体協定書(様式１)で定めた共同企業体名で記入すること。 

   ア 一般指名競争入札の技術資料（表紙） 

「共同企業体の構成員の住所、名称及び代表者」の欄に構成員それぞれ

が記入し、さらに代表者にあっては、「共同企業体の代表者の住所、名称

及び代表者」に記入すること。 

   イ 配置予定技術者の資格（様式第１号） 

（ア）監理技術者及び主任技術者等について、構成員ごとに１人配置予定

技術者を記載すること。決まっていない場合は複数記入可。 



（イ）記載欄が足りない場合には、本様式を複写して使用すること。 

（ウ）監理技術者資格者証、１級建築士免許証の写しまたは建築施工管理

技士検定（１級）合格証の写し、若しくはこれと同等以上の能力を有

するものとして国土交通大臣が認定した者を証する書類の写しを提出

すること。 

ウ 解体工事実績調書（様式第２号） 

  共同企業体の代表者は、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン

類ばく露防止対策要綱」（厚生労働省基発0110第１号）に基づき施工した、

焼却施設の解体工事の実績を１件以上記入すること。また、それを証する

ものとして、契約書及び完成認定書等の写し、又はコリンズの実績データ  

 の写しを提出すること。 

   エ 施工提案概要書等（様式第３－２号）等 

     記載内容および提出書類については、様式第３-１号「境港市清掃セン

ター解体工事 施工提案書記載要領」のとおりとする。 

 

 （４）入札参加資格確認書類の記入要領 

   入札参加資格確認書類は、以下の要領により作成することとする。なお、共 

同企業体名は、すべて共同企業体協定書（様式１）で定めた共同企業体名で記  

入すること。 

   ア 共同企業体に関する入札参加資格確認書類（表紙） 

     「共同企業体の構成員の住所、名称及び代表者」の欄に構成員それぞれ

が記入し、さらに代表者にあっては、「共同企業体の代表者の住所、名称

及び代表者」に記入すること。 

   イ 特定建設工事共同企業体協定書（様式１）の写し 

 共同企業体名は、必ず最初に工事名を、最後に「特定建設工事共同企業

体」を付けること。また、印影の明瞭なものを提出すること。 

   ウ 誓約書（様式２） 

 「共同企業体の構成員の住所、名称及び代表者」の欄に構成員それぞれ

が記入し、さらに代表者にあっては、「共同企業体の代表者の住所、名称

及び代表者」に記入すること。 

エ 委任状（様式３） 

 委任する場合には提出を要し、様式の項目とする。 

 （５）提出部数 

技術資料及び入札参加資格確認書類の提出は各１部とする。 

 

５ 施工提案書の再提出 

  本件工事は、設計施工一括方式（性能発注方式）で行うため、仕様書等の条件

に合っていない場合については、再提出を求めるものとする。 

 

（１）改善指示について 

審査の結果、施工提案書の内容について改善が必要な場合は、境港市管理  



課より通知する。 

（２）施工提案書再提出期限 

令和４年７月２９日（金） 

 

６ 設計図書等に関する質問 

  設計図書等に関する質問のある者は、質問書を次により提出するものとする。 

 （１）質問ができる者 

    設計図書等に質問のある者で、技術資料等の提出ができる者とする。 

 （２）提出期間 

    令和４年５月２３日（月）から令和４年６月１５日（水）までの日の午前

８時30分から午後５時15分までとする。ただし、市の休日を除く。 

 （３）提出場所 

    ３の（１）に同じ。 

 （４）提出方法 

    直接持参又はＦＡＸ（境港市建設部管理課管理係（0859-44-3094））とす

る。なお、ＦＡＸを利用した場合には、必ず到着確認を行うこと。 

 （５）提出書類 

    質問書（指定様式）  

    ※質問書は、境港市のホームページ入札契約関係様式（建設工事）からダ

ウンロードすること。 

 （６）回答 

    令和４年６月２１日（火）までに、境港市のホームページに回答を掲載す

る。 

 

７ 競争参加資格確認通知 

  提出された技術資料等について、審査結果を令和４年８月１０日（水）に通 

 知する。 

 

８ 入札方法 

  この入札は、次に掲げるところにより郵便により行うものとする。 

（１）宛先 

   〒684-8501 境港市上道町 3000 番地 

 境港市役所 建設部管理課管理係 

（２）配達指定日 

 令和４年８月２６日（金） 

（３）その他 

   その他については、境港市郵便入札試行要領及び境港市建設工事執行規則に

定めるとおりとすること。 

 

９ 開札の場所及び日時 

（１）開札場所 



   境港市上道町 3000 番地 境港市役所  第１会議室   

（２）開札日時 

   令和４年８月２９日（月）午前１０時００分 

（３）開札立会人 

   すべての当該入札参加者に対し、開札への立会いを求めるものとする。 

（４）その他 

   その他については、境港市郵便入札試行要領に定めるとおりとすること。 

 

10 入札保証金 

納付は不要とする。 

 

11 その他 

 （１）関連情報を入手するための照会窓口は、境港市建設部管理課管理係（電話 

0859-47-1073 (直通)）とする。 

（２）申請書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

（３）技術資料等の提出は、入札参加の意向を確認するものであって、技術資料

等の提出があっても入札に参加できるとは限らない。 

（４）技術資料等その他提出された資料は、返却しない。 

（５）技術資料等の作成及び工事内容に関する説明会等は、行わない。 

（６）提出された技術資料等は、提出した者に無断で本件入札事務以外の用途に

は使用しない。 

（７）条件を具備した技術資料等提出者が１者（１共同企業体）のみの場合でも、

本件入札は執行する。 


